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会則 

第１章  総 則 

（名 称） 

第１条  本会は、防府市通所サービス連絡協議会とする。 

（事務局）  

第２条  本会の事務局を、会長が指定する事業所内におく。 

（目的）  

第３条  本会は、通所サービス事業に従事する職員の資質の向上を図るとともに通所サービス事業所間の情

報の共有化や連携を強化することにより、適切で効果的な通所サービスの提供と防府市の高齢者福祉の推進に

寄与することを目的とする。 

（活動内容） 

第４条  本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。 

    （１）通所サービス事業の円滑な運営のための情報収集及び情報交換 

    （２）通所サービス事業所職員の知識及び技術の向上に係る研修会の開催 

    （３）通所サービス事業の市民への啓発・広報活動 

    （４）行政・関係機関・団体との連絡調整 

    （５）介護保険制度に対する諸問題への取り組み 

    （６）会員の親睦に関する行事  

    （７）その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事項 

第２章  会 員 

（会員） 

第５条  本会の会員は、防府市にて福祉事業を実施している事業所及び防府市が保険者となっている利用者

に対して福祉サービスを提供している事業所に従事する者のうち、本会の目的に賛同する事業所会員または個

人会員により構成する。  

（入会） 

第６条  本会に入会を希望するものは、会長が別に定める「入会申込書」により、会長に申し込まなければなら

ない。 

（会費） 

第７条  会員は別に定める会費を納入しなければならない。  

 会費は、事業所の場合、年額 6,000 円（同一法人で 2事業所目から 3,000 円）、個人の場合、 

 年額 1,200円とする。 

（会員の資格喪失） 

第８条  会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を自動的に喪失する。 

    （１）退会したとき 

    （２）会員である事業所が通所サービス事業を廃止若しくは休止したとき 

    （３）１年以上会費を滞納したとき 

    （４）除名されたとき 

（退会） 

第９条  会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。  



（除名） 

第１０条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した会員の３分の２以上の議

決に基づき、除名することができる。この場合において、その会員は議決の前に弁明することができる 

    （１）本会の会則に違反したとき 

    （２）本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為を行ったと認められるとき 

（拠出金品の不返還） 

第１１条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。  

 

第３章  役 員 

（役員） 第１２条  本会を運営するために次の役員をおく。 

    （１）理事   5名以上 

    （２）監事   2名 

    （３）顧問   1名 

   ２、 理事のうち、1 人を会長、2人を副会長、1名を会計とする。 

（役員の選任等） 

第１３条  理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。 

   ２、 会長、副会長、会計は、理事の互選によりこれを定める。 

   ３、 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

   ４、 顧問は理事会の選出により、外部から選任することができる。 

（役員の職務）  

第１４条  会長は本会を代表し、会を総括する。  

   ２、 副会長は、会長を補佐し、会長が事情により職務が遂行できない時はその職務を代行する 

   ３、 会計は、本会の予算執行及び財産管理等に関する業務を行う。 

   ４、 理事は、役員会を構成し、会則および総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。 

   ５、 監事は次に掲げる業務を行う。  

    （１）財産及び会計の状況を監査すること  

    （２）理事の業務執行の状況を監査すること  

    （３）財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、役員会 

       に報告すること 

    （４）前号の報告をするため必要があるときは、総会または役員会を招集すること 

   ６、 顧問は、本会が適正に活動するための指導、助言を行う。 

（任期） 

第１５条  会長任期は 2年とする。 

   ２、 役員の任期は 2年とする。 

   ３、 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

   ４、 役員は、辞任又は任務満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら 

ない。 

 

 



（解任） 

第１６条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した会員の３分の２以上の議決

に基づき、解任することができる。この場合、その役員は議決の前に弁明することができる。 

    （１）心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき  

    （２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき 

（役員の報酬等）  

第１７条  役員の地位にあることのみによっては支給しない。 

 

第４章  総 会 

（総会） 

第 1８条  会の総会は、毎年１回以上これを開催する。  

   ２、 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催することができる 

    （１）会長が必要と認めるとき 

    （２）役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき  

    （３）役員の３分の１以上から書面をもって招集の請求があったとき  

    （４）監事が会則第１４条第５項第４号に基づき、書面をもって役員会に招集の請求をしたとき  

   ３、 総会の招集は、日時、場所並びに会議に付すべき事項を記載した書面をもって、少なくとも７日前 

     までに会員に通知しなければならない。 

（議決事項） 

第 1９条  総会は、次の各号に掲げる審議を行い議決する。 

    （１）本会の事業計画及び予算に関すること  

    （２）本会の事業報告及び決算に関すること 

    （３）本会の規約の改正に関すること  

    （４）その他必要な事項  

（定足数、議決等） 

第２０条  総会は、会員の過半数（委任状含む）の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛同をもって議決し、 

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

   ２、 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、代理者（出席会員に限る）にその 

権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。 

 

第５章  役 員 会 

（役員会） 

第２１条  役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催することができるものとし、議長は会長が務

める。 

    （１）会長が必要と認めるとき  

    （２）理事の３分の１以上が書面をもって請求するとき  

 

 



（役員会の議決事項）  

第２２条  役員会は、次の各号に掲げる事項を審議議決する。 

    （１）総会で議決した事項の執行に関すること 

    （２）総会に付議すべき事項  

    （３）その他総会の議決を必要としない業務の執行に関する事項  

 

（役員会の定足数、議決等） 

第２３条  役員会の議決は、理事の過半数の出席により成立し、その出席者の過半数をもってこれを議決する。 

      可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

 

第６章  会 計  

（経費） 

第２４条  本会の運営に関する経費は、会費、助成金、その他の収入をもってこれにあてる。 

（会計年度）  

第２５条  本会の会計年度は、毎年 4月 1日から始まり翌年 3月 31日に終わる。 

 

第７章  その他  

第２６条  その他、本会の運営に必要な事項は会長が別に定める。  

 

附則  この会則は、平成 27年 4月 1日から施行するものとする。  

この会則の一部を改訂し、平成 28年 4月 1日から施行する。 

この会則の一部を改訂し、令和 5年 1月 1日から施行する。 

 


